
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
四
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
緊
急
確
保
事
業
を
定
め
る
内
閣
府
令

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
緊
急
確
保
事
業
を
定
め
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。子

ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
緊
急

確
保
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
育
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る

事
業
と
す
る
。

一
　
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

七
十
七
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
認

定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
費
用
の
一
部
を
補

助
す
る
事
業

イ
　
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
施
設
を
構
成
す
る
施
設

で
あ
っ
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設

の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の

者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
在
籍
し
て
い
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
乳
児
又
は
幼
児
に
対
す
る
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る
費
用

ロ
　
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
幼
稚
園
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
在

籍
し
て
い
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
児
に
対
し
教

育
課
程
に
係
る
教
育
時
間
の
終
了
後
等
に
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る
費
用

ハ
　
認
定
こ
ど
も
園
の
う
ち
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
保
育
所
（
児
童
福
祉
法
第
三

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
学
校
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
在
籍
し
て
い
る
満
三
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
幼
児
以
外
の
者
に
対
し
学
校
教
育
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う

保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る
費
用

二
　
幼
稚
園
又
は
当
該
幼
稚
園
と
併
せ
て
設
置
し
て
い
る
施
設
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
私
立
幼
稚
園
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一

項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
本
事
業
開
始
後
五
年
以
内
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十

六
号
）
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
認
定
こ
ど
も
園
法
（
以
下
「
新
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）

の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
新
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指

定
都
市
等
。
）
の
条
例
で
定
め
る
基
準
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備

を
備
え
る
等
に
よ
り
、
当
該
私
立
幼
稚
園
等
に
在
籍
し
て
い
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
三

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
又
は
幼
児
に
対
し
教
育
課
程
に
係
る
教
育
時
間
の
終
了
後
等
に
教
育
活
動
等
を

行
う
こ
と
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業

三
　
山
間
地
、
離
島
そ
の
他
の
保
育
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
な
地
域
に
設
置
さ
れ
た
施
設
に
お
い
て
、
適
当
な

設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
又
は
市
町
村
長

が
必
要
と
認
め
る
児
童
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
。
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対

し
保
育
を
行
う
事
業

四
　
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業

五
　
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
に
従
事
す
る
複
数
の
家
庭
的
保
育
者
（
同
項

に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
を
い
う
。
）
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
保
育
を
行
う
事
業
（
利
用
定
員
が
六
人
以
上

十
五
人
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
又
は
幼
児
に
つ
い
て
、
当
該
乳
児
又
は
幼
児
を
保
育
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
（
利
用
定
員
が
六
人
以
上
十
九
人
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
保
育
を

行
う
事
業

七
　
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
が
、
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の

認
定
を
受
け
た
も
の
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
保
育
所
（
認
定
こ

ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た

も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
（
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
等
」
と
い
う
。
）
を
確
実
か
つ
円
滑

に
利
用
で
き
る
よ
う
、
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
の
身
近
な
場
所
に
お
い
て
、
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に

関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
子
ど
も
又
は
子
ど
も
の
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び

助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
子
ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
と
市
町
村
、
認
定
こ
ど
も
園
等
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
子

ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
に
必
要
な
支
援
の
提
供
を
総
合
的
に
行
う
事
業

八
　
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
又
は
第
六
号
、
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四
号
に
規
定
す
る
事
業
そ
の
他
の
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
新
た
に
運
営
す
る
者
か
ら
の

相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

九
　
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
長
時
間
行
う
場
合
に
、
当
該
事

業
に
従
事
す
る
者
の
賃
金
額
を
増
加
さ
せ
る
事
業

十
　
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子
育
て
短
期
支
援
事
業

十
一
　
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

十
二
　
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
養
育
支
援
訪
問
事
業
そ
の
他
同
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
そ
の
他
の
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
等
に
対

す
る
支
援
に
資
す
る
事
業

十
三
　
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

十
四
　
家
庭
に
お
い
て
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ
た
乳
児
又
は
幼
児
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
昼

間
に
お
い
て
、
保
育
所
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
、
一
時
的
に
預
か
り
、
必
要
な
保
護
を
行
う
事
業
（
特
定
の
乳

児
又
は
幼
児
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五
　
次
に
掲
げ
る
援
助
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望

す
る
者
（
個
人
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
援
助
希
望
者
」
と
い
う
。
）
と
の
連
絡
及
び
調
整
並
び
に
援

助
希
望
者
へ
の
講
習
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業

イ
　
児
童
を
一
時
的
に
預
か
り
、
必
要
な
保
護
（
宿
泊
を
伴
っ
て
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
児
童
が
円
滑
に
外
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
移
動
を
支
援
す
る
こ
と
。

十
六
　
保
育
所
（
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
勤
務
す
る
保
育
士
そ
の
他
の
職
員
の

賃
金
額
の
増
加
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業

十
七
　
保
育
所
（
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
保
育
士
の
業
務
を
補
助
す
る

者
の
賃
金
そ
の
他
当
該
者
に
係
る
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業

十
八
　
保
育
の
提
供
体
制
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、
土
地
又
は
建
物
を
所
有
す
る
者
と
保
育
所
そ
の
他
の
保
育

を
提
供
す
る
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
と
の
連
絡
及
び
調
整
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業

十
九
　
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ
っ
て
同
法
第
三
十
五
条
第
四

項
の
認
可
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
国
及
び
地

方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
児
童
福
祉
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
（
指
定
都
市
等
又
は
同
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
児
童
相
談
所

設
置
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す
る
保
育
所
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

当
該
指
定
都
市
等
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
）
の
条
例
で
定
め
る
基
準
（
保
育
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し

く
は
新
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
（
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
。
）
の
条

例
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
認
可
基
準
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
要
件
（
以
下
「
認
定
要
件
」
と
総
称
す
る
。
）
に
適
合
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業

1



イ
　
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
又
は
幼
児
に
対
す
る
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す
る

費
用

ロ
　
認
可
基
準
又
は
認
定
要
件
に
適
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
助
言
及
び
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
要

す
る
費
用

ハ
　
認
可
基
準
又
は
認
定
要
件
に
適
合
す
る
た
め
の
計
画
の
作
成
及
び
見
直
し
に
要
す
る
費
用

ニ
　
認
可
基
準
又
は
認
定
要
件
に
適
合
す
る
た
め
、
施
設
の
移
転
に
要
す
る
費
用
又
は
仮
設
の
施
設
の
設
置
に

要
す
る
費
用

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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